
インボイス・
電⼦帳簿保存法
インボイス・

電⼦帳簿保存法
定員 50名（対象：中⼩企業・⼩規模事業者（会員・⾮会員問わず））定員 50名（対象：中⼩企業・⼩規模事業者（会員・⾮会員問わず））

令和5年10⽉からインボイス制度が開始され、
令和5年12⽉には猶予期間が終了し、すべての
事業者が改正電⼦帳簿保存法の対象となってい
ます。いまさら聞けない内容をあらためてわか
りやすく解説します。対応にお悩みの⽅は、是
⾮ご参加ください。

①インボイス制度について

令和6年12⽉20⽇14時〜16時 オンライン（会場視聴あり）

②電⼦帳簿保存法ポイント ③Q&Aセッション

要予約・参加費無料

・消費税の基礎知識
・インボイス制度とは？
・対応⽅法について

QRコードまたは
下記URLよりお申し込みください。
https://x.gd/qYxGG

お問い合わせ先：岡崎商⼯会議所 ☎�0564-53-6191

・電⼦帳簿保存法の概要
・対象となる取引
・事業者のやるべき対策

専⾨税理⼠が
皆様の疑問や質問に
お答えします！

⼩林�英之
税理⼠

 講座内容 

事業環境変化対応型⽀援事業

今更聞けない!今更聞けない!
主催：岡崎商⼯会議所 中⼩企業相談所

オンライン開催
会場視聴あり


